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日常業務編 オーナー精算業務

毎月月初に回収した家賃などから管理委託料などを差し引いた「精算明細書」
の作成方法についてご説明していきます。 
「家賃登録」→「取引登録」→「オーナー精算登録」がオーナー精算業務に関
する一連の流れとなります。

10.1　オーナー送金精算登録

「オーナー精算」をクリックして、オーナー精算業務画面に移動します。

10.オーナー精算業務
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日常業務編 オーナー精算業務

精算を行う「対象オーナー」と「対象年月」を選択後、「選択する」ボタンをクリッ
クします。 
すると、対象オーナーの所有物件の一覧が表示されます。 

精算を行う物件の「登録画面」ボタンをクリックすると、オーナー送金精算登録画
面に移動します。
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日常業務編 オーナー精算業務

項目 内容

送金日 オーナーへ送金を行う日付を入力して下さい（入力は必須です。）

家賃入金の部

ここには、登録済みの家賃が自動的に抽出されています。 
抽出ルールは【対象月の家賃】と【対象月と対象月の前月に入金があった家賃】です。 
例）2015年12月オーナー送金精算登録画面の場合 
　・2015年12月分の家賃が「2015年11月31日」に入金があった：表示される 
　・2015年12月分の家賃が「2015年12月5日」に入金があった：表示される 
　・2015年11月分の家賃が「2015年11月31日」に入金があった：表示される 
　・2015年11月分の家賃が「2015年12月5日」に入金があった：表示される 
　・2015年11月分の家賃が「2016年1月10日」に入金があった：表示されない 
例えば、12月分の家賃と滞納してた11月分の家賃が「2015年12月5日」に併せて入金が
された場合、両方の家賃入金日を「2015年12月5日」とすれば、2015年12月分のオーナ
ー精算登録画面に表示されるようになります。

収入の部（家賃以外）
家賃以外の収入項目が表示されています。 
抽出ルールは【発生日か精算日が対象月とその前月に該当する収入項目】です。 
※解約精算で登録した「借主請求分」もここに表示されます。

支出の部
登録した支出項目が表示されています。 
抽出ルールは【発生日か精算日が対象月とその前月に該当する支出項目】です。 
※解約精算で登録した「貸主請求分」もここに表示されます。

建物管理委託料

物件の管理委託料を入力します。 
※物件情報で「管理委託料率」を設定している場合、管理委託報酬額を自動計算して入力さ
れます。 
※管理委託報酬額に消費税をかけた額が反映されるため、内税請求の場合などは修正が必
要となるのでご注意ください。

管理固定費用 物件情報で「固定費用」を登録している場合、自動的にフォームが表示されます。 
※固定費用の登録がない場合は表示されません。

コメント オーナー精算に関するコメントを入力します。

振込先口座 収入よりも支出の方が多く、オーナーに対して請求が必要な場合は振込先口座を指定してく
ださい。

オーナー精算業務は上から「家賃入金の部」→「収入の部」→「支出の部」→ 
「建物管理委託料」→「管理固定費用」→「コメントの登録」と順に進んでいきま
す。 
※サブリースの場合は「家賃入金の部」に自動的に物件情報で登録した定額の管理
報酬が反映されます。
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日常業務編 オーナー精算業務

まず、オーナーに送金を行う日付を送金日に入力します。※この入力は必須です。

次に家賃収入の中でオーナーへ送金を行う項目に対してチェックを入れていきます 
物件情報で「管理料率」を登録しておくと、自動的に報酬額を計算してくれます。 
※管理委託報酬額の計算は各物件の賃料＋共益費に管理料率を掛けて、小数点以下
を四捨五入しています。（表示される金額は税別の金額です。）
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日常業務編 オーナー精算業務

次は、「収入の部」についてオーナーへ送金を行う対象の項目にチェックを入れ
ていきます。 
※「発生日」もしくは「精算日」が精算対象月とその前月である収入項目が表示
されています。

同じように「支出の部」について精算を行う対象の項目にチェックを入れていき
ます。 
※「発生日」もしくは「精算日」が精算対象月とその前月である支出項目が表示
されています。
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日常業務編 オーナー精算業務

「建物管理委託料の登録」で「精算日」と「金額」を入力します。 
※管理料率定している場合、管理委託報酬額を自動計算して入力されます。 
※管理委託報酬額に消費税をかけた額が反映されるため、内税請求の場合などは
修正が必要となるのでご注意ください。

物件情報で「固定費用」を登録していると、「管理固定費用を登録」が表示され
ています。 
こちらに、「精算日」と「金額」を入力します。
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日常業務編 オーナー精算業務

あとは、必要に応じて「コメント」や「振込先口座」を入力してください。 
すべての入力が完了したら「登録する」をクリックします。 
これで、オーナー精算登録の操作は完了です。
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日常業務編 オーナー精算業務

10.2　精算明細・月次収支報告書の出力

精算登録を行うと、月次の「家賃収入」や「物件収支」などが表示されるように
なります。 
精算明細を出力するには、対象物件の「明細出力」ボタンをクリックして、 
「PDF出力」か「Exce出力l」か「新書式（Excel形式）」のいずれかの形式を
選択すると明細をダウンロードすることができます。
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日常業務編 オーナー精算業務

【送金精算書サンプル1】
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日常業務編 オーナー精算業務

【送金精算書サンプル2】
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日常業務編 オーナー精算業務

【送金精算書サンプル3】
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日常業務編 オーナー精算業務

複数棟の物件を所有しているなどで、所有物件全体における精算内容を報告する
場合は「月次収支報告書」をご利用ください。 
月次収支報告書は同じ画面内の「Excelで出力する」ボタンをクリックすると、 
エクセル形式でダウンロードできます。
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日常業務編 オーナー精算業務

【月次収支報告書サンプル】

1ページ目

２ページ目
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日常業務編 オーナー精算業務

10.3　登録した精算情報の修正・削除

最後に登録した精算情報の修正や削除についての操作を説明していきます。 
精算登録後に、家賃や取引を追加した場合なども、同じ操作で修正を行います。 

対象物件の「編集画面」ボタンをクリックすると編集画面に移動します。
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日常業務編 オーナー精算業務

追加する項目にチェックを入れる、または、精算対象でないものについては、
チェックを外していきます。
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日常業務編 オーナー精算業務

追加・修正作業が完了したら、「編集する」をクリックしてください。 
精算内容を修正したら、精算明細や月次収支報告書も自動的に内容が変更されま
す。 

精算情報を削除する場合は「削除する」をクリックします。 

オーナー精算登録に関する操作説明は以上です。
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日常業務編 オーナー精算業務

オーナー精算登録の際に良くあるご質問
Q.精算登録画面に出てくる取引はどんな基準で表示されているんですか？
基本的な考え方としては、「月末で締めて、翌月月初に送金」することを想定しています。 
そのため、「前月に発生した取引」と「送金前に発生した取引」をその対象となっています。 

【家賃】については、 
【対象月の家賃】と【対象月と対象月の前月に入金があった家賃】が表示されています。 
例えば、2016年4月の精算登録の場合は、 
【2016年4月分の家賃】と【2016年4月と2016年3月に入金された家賃】が表示されます。 

また、【収入】や【支出】に関しては、 
【対象月と対象月の前月に「発生日」か「精算日」が該当する取引】が表示されています。 
2016年4月の精算登録の場合は、 
【2016年4月に発生日or精算日が該当する取引】と 
【2016年3月に発生日or精算日が該当する取引】が表示されます。 

Q.前月の滞納分の家賃もまとめて送金したい場合は？
滞納分の家賃入金日を「精算対象月かその前月」で登録すると、滞納分の家賃も表示されます。 
あとは、チェック入れて登録すると送金明細にも反映されます。

Q.管理委託料や固定費用の入力は税別？税込？
基本的には、「税込」の金額をご入力ください。 
※きちんと区別したい場合は、「本体価格」と「消費税」をそれぞれ別にご登録ください。

Q.解約時の原状回復費用も反映されますか？
解約業務で「精算精算登録」を行った取引（ルームクリーニング費用や敷金の返還など）も、自
動的に反映されます。

Q.家賃を立替て送金するオーナーの場合はどうすればいいですか？
物件情報の登録時に、管理形態を「一般管理（家賃立替）」に変更してください。 
変更した物件に関しては、滞納している家賃も「（立替）」と表示されて、送金対象となります。
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日常業務編 オーナー精算業務（サブリース）

10.4　サブリースの場合のオーナー精算

ここまで、一般管理の場合のオーナー精算の操作方法を紹介してきました。 
リドックスはサブリース契約の場合のオーナー精算にも対応しています。 

ここからはサブリース契約の場合のオーナー精算の操作方法を紹介します。 
※サブリース契約の設定は物件情報登録時に「管理形態」を「家賃保証（マス
ターリース契約）」にする必要があります。詳しくはP9~10を参照下さい。

まずは、一般管理の時と同じく、ホーム画面から「オーナー精算業務」を選択し
ます。
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日常業務編

精算を行う「対象オーナー」（物件の所有者）と「対象年月」を選択後、「選択す
る」ボタンをクリックします。 
すると、対象オーナーの所有物件の一覧が表示されます。 

精算を行う物件の「登録画面」ボタンをクリックすると、オーナー送金精算登録画
面に移動します。

オーナー精算業務（サブリース）
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日常業務編

サブリースの精算で最も一般管理の精算と異なる点は、「家賃入金の部」に回収し
た家賃にチェックを入れる項目がないことです。

オーナー精算業務（サブリース）

「家賃入金の部」には物件情報で設定した「管理報酬」の金額が「保証賃料収入」
として自動的に入力されています。（指定がない場合は空欄） 
ここで設定した金額がオーナー（物件の所有者）のマスターリース収入（保証され
た家賃収入）となります。
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日常業務編

「家賃入金の部」以外の項目に関しては操作方法は特に一般管理と変わりません。 
オーナー（物件の所有者）への送金対象に含むものにチェックを入れて下さい。

オーナー精算業務（サブリース）

物件情報で「固定費用」を登録していると「管理固定費用を登録」が表示されて
います。こちらに「精算日」と「金額」を入力します。
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日常業務編

最後に必要があれば「コメント」や「振込先口座」を入力してください。 
すべての入力が完了したら「登録する」をクリックします。 
これで、サブリース契約のオーナー精算登録の操作は完了です。

オーナー精算業務（サブリース）

※精算登録以降の、精算明細や月次収支報告書の出力操作は一般管理の場合と同
じです。
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日常業務編

サブリース契約のオーナー精算登録の際に良くあるご質問

Q.リドックスのサブリース契約における「オーナー」とは誰を意味しますか？
リドックスのサブリース契約における「オーナー」とは物件を所有者している所有者を意味しま
す。但し、契約書や各帳票を出力する際の貸主にはユーザー設定の「事業所名」（管理会社の名
前）が反映されます。

Q.オーナーへの「保証賃料収入」はどこで設定できますか？
管理業務より該当物件を選択、「物件情報の編集」を選択します。 
「管理報酬」の項目で設定した金額が「保証賃料収入」に反映されます。

Q.サブリース契約による収入（管理会社から見た利益）はどこから確認できま
すか？
「レポート」の「収支推移」画面でレポート種別を「管理会社レポート（発生日起算）」を選択
すれば、「収支取引項目別一覧」にて確認が出来ます。 
※事前に該当物件のオーナー精算を実施する必要があります。

オーナー精算業務（サブリース）

Q.レポートの「収支推移」の収支取引項目別一覧で、「マスターリース賃料収
入」がオーナーに支払っている金額なのに「収入」になるのはどうしてです
か？リドックスの収入・支出はいずれも「オーナーから見ての収入か、支出か」になります。 
マスターリース賃料収入はオーナーから見ると収入になります。
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運営会社

会社名 Bambooboy株式会社（バンブーボーイ株式会社）

住所 〒180-0002 
東京都武蔵野市吉祥寺東町1-10-21 西郊ビル 4F

電話番号 0422-27-1638

メールアドレス info@bambooboy.net

代表者 高田　圭佑

クラウド賃貸管理ソフトのReDocS（リドックス）の運営会社情報です。

ソフトの操作に関するご質問や、機能に関するご要望はこちらまで。

TEL：0422-27-1638 
メール：info@bambooboy.net
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